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平成20年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第２日） 

                             平成20年２月27日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                        平成20年２月27日 午後２時30分開議 

 日程第１ 議案第27号 平成２０年度由布市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第28号 平成２０年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第３ 議案第29号 平成２０年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第４ 議案第30号 平成２０年度由布市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第５ 議案第31号 平成２０年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第６ 議案第32号 平成２０年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第33号 平成２０年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第８ 議案第34号 平成２０年度由布市健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第９ 議案第35号 平成２０年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第10 議案第36号 平成２０年度由布市水道事業会計予算について 

 日程第11 議案第37号 由布市乳幼児医療費助成に関する条例の一部改正について 

 追加日程 

 日程第１ 請願について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第27号 平成２０年度由布市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第28号 平成２０年度由布市国民健康保険特別会計予算について 

 日程第３ 議案第29号 平成２０年度由布市老人保健特別会計予算について 

 日程第４ 議案第30号 平成２０年度由布市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第５ 議案第31号 平成２０年度由布市介護保険特別会計予算について 

 日程第６ 議案第32号 平成２０年度由布市簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第７ 議案第33号 平成２０年度由布市農業集落排水事業特別会計予算について 

 日程第８ 議案第34号 平成２０年度由布市健康温泉館事業特別会計予算について 

 日程第９ 議案第35号 平成２０年度由布市公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第10 議案第36号 平成２０年度由布市水道事業会計予算について 

 日程第11 議案第37号 由布市乳幼児医療費助成に関する条例の一部改正について 
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 追加日程 

 日程第１ 請願について 

────────────────────────────── 

出席議員（24名） 

１番 小林華弥子君        ２番 髙橋 義孝君 

４番 新井 一徳君        ５番 佐藤 郁夫君 

６番 佐藤 友信君        ７番 溝口 泰章君 

８番 西郡  均君        ９番 渕野けさ子君 

10番 太田 正美君        11番 二宮 英俊君 

12番 藤柴 厚才君        13番 佐藤  正君 

14番 江藤 明彦君        15番 佐藤 人巳君 

16番 田中真理子君        17番 利光 直人君 

18番 久保 博義君        19番 小野二三人君 

20番 吉村 幸治君        21番 工藤 安雄君 

22番 生野 征平君        23番 山村 博司君 

25番 丹生 文雄君        26番 三重野精二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

24番 後藤 憲次君                  

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 二ノ宮健治君        書記 衛藤 哲雄君 

書記 馬見塚量治君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 森光 秀行君 

教育長 …………………… 二宮 政人君   総務部長 ………………… 小野 明生君 

総務課長 ………………… 秋吉 洋一君   総合政策課長 …………… 二宮 正男君 

財政課長 ………………… 米野 啓治君   会計管理者 ……………… 大久保富隆君 

産業建設部長 …………… 篠田 安則君   建設課長 ………………… 荻  孝良君 
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水道課長 ………………… 目野 直文君   健康福祉事務所長 ……… 今井 干城君 

保険課長 ………………… 飯倉 敏雄君   健康温泉館長 …………… 佐藤 和利君 

環境商工観光部長 ……… 佐藤 純史君   環境課長 ………………… 平野 直人君 

挾間振興局長 …………… 後藤  巧君   庄内振興局長 …………… 大久保眞一君 

湯布院振興局長 ………… 佐藤 純一君   教育次長 ………………… 後藤 哲三君 

消防長 …………………… 二宮 幸人君                       

────────────────────────────── 

午後２時30分開議 

○議長（三重野精二君）  皆さん、こんにちは。議員及び市長初め、執行部各位には、会議時間の

変更もありましたが、本日もよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２３人です。後藤議員から欠席届が出ています。なお、田中議員につ

きましては、もうすぐ着くということであります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

 それでは、昨日に引き続き、各議案の詳細説明を求めます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第２７号

○議長（三重野精二君）  まず、日程第１、議案第２７号平成２０年度由布市一般会計予算につい

て、歳出の７７ページ、８款土木費より詳細説明を求めます。 

 なお、歳出の説明に当たっては、ページを追って関係する部分について、担当課より順次説明

をお願いします。建設課長。 

○建設課長（荻  孝良君）  建設課長です。ただいまから御説明を申し上げます。 

 ７７ページをお願いいたします。土木総務費については、建設課にかかわります通常の経常経

費でございます。給料については、一般職２１名分、これは建設課及び景観室、それから振興局

を含めたところの人数でございます。 

 それから、１３節の委託料について、ちょっと説明の事項のところで、転記漏れ、転記ミスが

ありますので、ちょっとお願いいたします。「市道の草刈り委託」ということになっていますが、

これ「県道」でございますので、申しわけありません。訂正方をお願いいたします。 

 続きまして、７８ページをお願いいたします。道路橋梁費でございます。道路維持費について、

これはすべて単費でございます。まず、賃金の６６２万４,０００円については、作業員の３名

分の賃金ということでございます。 
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 続きまして、委託料の１３節については、それぞれの不動産鑑定及び市道の草刈り業務委託と。

この分については、集落に入るまでの取り付け道と申しますか、進入路の長い区間について、委

託をして切っていただくものでございます。 

 工事請負費については、６,０００万円、これは一地域２,０００万円当たりの３地域というこ

とで予算計上をお願いしておるところでございます。 

 ２２節の補償補てんについては、維持工事に伴います電柱移転当の補償金ということで、電柱

移転を１００万円お願いしてございます。 

 ７９ページをお願いいたします。道路新設改良費について、ここにはすべて起債事業、過疎、

それから辺地、国交省の補助、防衛省の補助の事業をすべて入ってございます。 

 １３節と１５節については、昨日お手元にお配りを申し上げていると思いますが、と、それか

ら工事請負費の路線名を記したものを皆様方のお手元にお配りしておりますので、それを御参照

願いたいというふうに思っております。 

 まず、給料の一般職については、これは補助事業の内示等がございました。あった段階で、単

費で人件費を組んでおりますが、補助対象事業の工事雑費、事務費等に切りかえて支出したいと

いうことで、予算計上をしております。 

 １７節の公有財産購入費については、先ほど申し上げましたお手元にお配りの路線名の中で、

用地買収等々が生じたものについての予算化をお願いしております。 

 それから、１９節の県道改良負担金、この分については、県事業に伴います由布市の負担金と

いうことで、３,８２５万円を計上してございます。 

 それから、補償補てん及び賠償金については、家屋の移転、あるいは事業に伴います支障木等

の賠償の分でございます。 

 続きまして、８０ページをお願いいたします。河川費の河川総務費については、重機の借り上

げということだけで３５万７,０００円お願いしております。 

 それから、４項の都市計画費についてでございます。１目都市計画業務については、それぞれ

報酬として１１１万９,０００円、これは環境保全審議会１７名分、それから都市計画審議会

１３名分、まちづくり審議会１７名分のそれぞれの報酬として予算化をお願いしております。 

 １３節の委託料につきましては、測量設計業務といたしまして３００万円、これは挾間の下市

地区の水路改修に伴います設計──測量設計の委託でございます。 

 工事請負費の９００万円につきましては、同上の下市水路の改修工事費として予算化をお願い

しております。 

 ２目の都市景観対策費については、都市景観室にかかわります通常業務の経費を計上してござ

います。 

- 98 - 



 ８節の報償費の謝金については、１７名分の３回ということで一応報償費としてお願いしてご

ざいます。 

 続きまして８１ページをお願いいたします。８１ページの都市計画費の中の土地利用規制対策

費、これは、通常業務に伴います消耗品等をお願いしてございます。 

 それから、４目の公園費については、建設課の方で管理しております公園──同尻公園等、あ

るいは医大ヶ丘公園についての草刈りと清掃管理ということでお願いをしております。 

 ８１ページの中の下水道費でございますが、公共下水道費については、主なものといたしまし

て、繰出金１,３５７万３,０００円、この分については、今中断しております挾間地区の公共下

水の特別会計の分について繰り出すものであります。 

 続きまして、住宅費、６項の住宅費、１目住宅管理費といたしまして、主なものといたしまし

ては、需用費の修繕料で６６０万円、これは市営住宅に伴います管理の修繕等でございます。 

 次ページの８２ページをお願いいたします。ここで大きなものといたしましては、工事請負費

として２,０５０万１,０００円を計上しております。内訳の主なものといたしましては、川上団

地の防水工事、それから上小原団地の排水工事、渕団地の防水工事、それから空き家になりまし

た庄内、挾間それぞれの１棟についての解体費用ということで計上しております。 

 以上です。 

○消防長（二宮 幸人君）  消防長です。９款消防費の説明をいたします。 

 １目常備消防費、給料等については、職員６０名分の経費を計上しております。 

 ７節賃金については、１名の臨時職員の賃金でございます。 

 以下、新規事業の説明をさせていただきます。 

 １５節工事請負費、これにつきましては、各庁舎に分煙室、たばこを吸う部屋といいますか、

それを設置すると。 

 それから、訓練塔が今ありますけれども、この訓練塔が危険であるという御指摘を受けました

ので、一応それを撤去をするということで工事請負費を計上しております。 

 １８節の備品購入の中の庁用機器、これについては、訓練塔の下に倉庫がありますけれども、

撤去をしますと倉庫がなくなるということで、プレハブの倉庫を建設をすると。 

 それから、救命ボート、これの購入に充てております。 

 それから、機械器具費、これについては、救急応急処置の器具を消毒する滅菌消毒器等を購入

するようにしております。 

 次、８５ページをごらんください。３目消防施設費の中の１８節備品購入費５,０５０万円、

この中の４,５００万円は、湯布院出張所の水槽付ポンプ自動車、これ４,５００万円ですけれど

も、これを購入いたします。このタンク車については、今、挾間の消防署に本署にありますタン
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ク車と同程度の消防車ということにしております。 

 それから、９節旅費、役務費──１２節の役務費、それから２７節の公課費、これについては、

タンク車を購入するに伴う経費でございます。 

 以上です。 

○総務部長（小野 明生君）  次に、非常備消防費でございますが、この非常備消防費につきまし

ては、消防団員７５０名分の活動経費並びに消防車両７０台、可搬ポンプ７３台分の維持管理費

等でございます。 

 消防施設費、今消防長が説明しましたが、備品購入費の中で消防積算車分５５０万円が含まれ

ております。あと役務費等につきまして、それから公課費につきましては、その消防積載車の経

費でございます。 

 ８５ページの４目災害対策費でございますが、１３節の委託料、防災ハザードマップ作成業務

７００万円、これにつきましては、県が３分の２、市が３分の１の補助を受けまして、全戸配付

のマップの作成業務でございます。 

 それから、防災情報システム保守につきましては、湯布院防災行政無線の保守点検委託料でご

ざいます。 

 それから、１８節の備品購入費、機械器具費でございますが、これは、湯布院地区の個別受信

機５台分、３万７,０００円掛け５台分、プラス消費税でございます。１９万５,０００円という

ことになっております。 

 以上でございます。 

○教育次長（後藤 哲三君）  それでは、教育費１０款を説明します。 

 ８５ページ、教育委員会費、これにつきましては減額は、２年に１回九州地区教育委員研修、

ことしはありませんので、その分減額と。報酬につきましては、教育委員４名分であります。 

 続きまして、８６ページ、事務局費、これにつきましては、給料、一般職１１名であります。 

 ７節の賃金、これにつきましては、中学校英語教師（ＡＬＴ）、中学３名、小学校英語指導助

手３名、１,８０４万５,０００円と。それと、問題を抱える子供の自立支援ということで、教育

相談員１名、訪問指導員１名の賃金であります。 

 続きまして、１１節の需用費、消耗品、これにつきましては、防犯ベル、防犯たすき等であり

ます。修繕費につきましては、パソコン修理ということであります。 

 続きまして、８７ページ、設計監理５５１万３,０００円と。これは学校施設整備の計画の業

務委託であります。 

 それと、同じく委託料の耐震診断と。これは挾間小学校、谷、挾間中学校の耐震診断でありま

す。環境測定ということで、これはダイオキシン、焼却炉の調査業務であります。これにつきま
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しては、挾間中、阿南小、谷小、挾間小学校ということになっております。 

 その二つ下の廃棄物処理業務ということで、新たにこれは２０万円増加しておりますが、石城

西部の関係であります。 

 それと、小学校キャリアステップアップ事業、キャリア教育連携推進事業、これは１９年度は

６月補正ということで上がらせていただきました。今年度は、当初から上げております。 

 それと、機械器具使用料及び借損料で、機械器具借り上げと。これはタクシー等の小学校タク

シー送迎、西庄内、阿南幼稚園、それとか交流学習ということであります。 

 続きまして、８８ページ、小学校費、学校管理費ということで、７、賃金。賃金につきまして

は、臨時小学校教諭８人、小学校校務員３名と、小学校司書１０名と、これは昨年より１名増加

と。それと、特別支援員１３名であります。１９年は６名から２０年は１３名ということであり

ます。 

 続きまして、８９ページ、その他手数料ということで、これは消火器の詰めかえと、学校にあ

ります表装修理手数料等が入っております。 

 続きまして、１３の委託料、一番上の設計監理というこれは、西庄内小学校木造校舎の設計委

託と、由布川小学校進入路、副市長が説明しましたように、陳情に伴うその進入路の設計という

ことであります。 

 １５の工事請負費につきましては、西庄内小学校木造校舎２,０００万円、由布川小学校の進

入路整備ということで２件であります。 

 備品購入につきましては、庁用器具、これは児童用いす・机であります。機械器具につきまし

ては、各小学校の備品ということであります。 

 続きまして、９０ページ、１９の負担金補助及び交付金と、これは教育振興会研究事業補助金、

これは昨年は３０万円でしたけれども、５万円アップしております。 

 続きまして、中学校費ということで、７の賃金、臨時職員、校務員３、司書３、作業員につい

ては、樹木剪定等であります。 

 修繕費につきましては、主なものが、湯布院中学校の修繕と、柔剣道場の扉等の修繕で

２３１万１,０００円と。それと、９カ所の修繕ということで１３０万２,０００円ということを

上げております。それと、楽器修繕ということで３０万円計上しております。主なものでありま

す。 

 続きまして、９１ページ、１３の委託料、設計監理、これは湯布院中学校の南グランド防球ネ

ット設置工事ということで、これを設計監理をいたします。 

 それと、１９の工事請負費は、湯布院中学校の防球ネット工事ということであります。中学校

の備品につきましては、挾間が８０万８,０００円、庄内が４０万円と、湯布院が４７万

- 101 - 



４,０００円ということで、中学校の備品の整備であります。 

 教育振興費の１１需用費、これにつきましては、学力テスト、中１の国・数・英のテストのも

のが入っております。 

 それと、１９、負補交の県体出場補助金６０万円、これは学校管理費で昨年は計上しておりま

したけれども、今年度から教育振興費に計上いたしました。 

 続きまして、９２ページ、遠距離通学費補助金、一番上ですが、これにつきましては、自転車

が７０万円、通学列車援助が４５万円ということであります。次の扶助費は、９６人分を当初計

上いたしております。 

 続きまして、幼稚園費、これは塚原幼稚園が今度開園いたしますので、増加しております。給

料、一般職１６名ということであります。７の賃金につきましては、臨時職員１８名ということ

であります。 

 続きまして、９３ページ、修繕費、これにつきましては、９カ所の修繕、早期にするところが

ありまして、９１万円という修繕が２６万円ということで主なものであります。 

 続きまして、１３の委託料８１５万円につきましては、由布川幼稚園の改築工事の設計委託で

あります。 

 続きまして、９４ページ、７の賃金、これにつきましては、作業員、これは挾間の分で、給食

センターの分であります。運転手１名と事務職員１名ということであります。調理員につきまし

ては、湯布院６名、庄内１３名、挾間６名の分であります。 

 続きまして、給食センター建設費、９５ページであります。その上の米飯給食推進補助金とい

うのが、昨年が４１１万６,０００円でしたけれども、１９６万５,０００円に下がっております。 

 続きまして、設計監理、給食センター、これは、建築設計が３,０００万円と、工事監理が

１,６２０万円と、環境アセスが１５０万円ということで４,７７０万円。そして、地質調査に

１５０万円ということであります。 

 １５の工事請負費につきましては、２億６,４００万円につきましては、本体工事が２億

４,８００万円と、そして造成工事が１,６００万円ということであります。備品購入につきまし

ては、厨房の器具であります。 

 続きまして、社会教育費ということで、社会教育総務費の給料につきましては、９名分であり

ます。７の賃金につきましては、臨時職員６名、それと新たに昨年６月に補正いただきました地

域教育のネットワークづくりということで３名、そして、嘱託職員１６名の分であります。旅費

の特別旅費につきまして、地域教育コーディネーターの研修ということであります。 

 続きまして、９６ページ、需用費の印刷製本につきましては、学びの情報誌等の印刷でありま

す。 
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 続きまして、委託料、放課後子ども教室運営事業と、７８５万７,０００円につきましては、

挾間地域は５校、庄内地域は７校、湯布院地域は４校の子ども教室の運営事業であります。この

社会教育総務費の中に、特に地域教育推進事業と放課後子ども教室の運営事業、それとチャンレ

ジウォーク、通学合宿という主な４本柱で行っているわけであります。 

 続きまして、９７ページ、給料、一般職ということで、１５名ということであります。報償費

につきましては、各公民館の各講座教室等の謝金であります。旅費の特別旅費につきましては、

ジュニアリーダーの研修ということで、青少年のジュニアリーダーを連れて行くということであ

ります。 

 需用費の修繕費でありますが、未来館が１０６万円の中の機械器具の修理ということで、庄内

公民館が主に４０万４,０００円を計上いたしております。 

 次に、９８ページ、新たなものとして、１５の工事請負費６５０万円、これは庄内公民館の駐

車場の舗装工事等であります。 

 図書館費、報酬は協議会委員の１０名分であります。謝金はおのおの図書の整理等の謝金であ

ります。それと、新たな事業として、図書館オンライン化業務、各図書館をオンライン化、つな

ぐということで、合併時からの懸案事項が２０年度に完成したいということであります。 

 続きまして、９９ページの文化財保護費、報償費は７名の文化財調査委員であります。嘱託職

員につきましては、これは日野病院の管理、職員のものであります。１１の需用費の印刷製本費、

これは文化財マップをつくりたいということであります。１５の工事請負費につきましては、文

化財標柱の設置工事ということで、５件分を計上いたしております。 

 次に、１００ページであります。文化施設ということで、嘱託職員、これは歴史民族資料館の

館長であります。謝金につきましては、歴史資料を整理する人の賃金であります。あとの委託料

等につきましては、ゆうゆう館のものであります。 

 それと、１４の使用料及び賃借料につきましては、機械器具借り上げ料が、寝具リース代──

ゆうゆう館のですね、寝具リース代ということになっています。 

 保健体育費ということで、これは、大幅に減額になっておりますけれども、国民体育大会費と

いうことで、別枠につくった関係上、このようになっております。報酬は、体育指導員３０名分

と、スポーツ審議会委員の７名分と。給料につきましては、一般職４名ということであります。 

 次のページの１０１ページ、賃金につきましては、臨時職員２名と、嘱託職員、挾間に２名、

庄内２名、湯布院１名の分であります。 

 １３の委託料は、調理員業務ということで、これは県内一周駅伝に、庄内出発時におもてなし

する材料等の委託であります。 

 市体育負担金補助及び交付金ということで、市体育協会補助金ということで、市体育協会──
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由布市体育協会に６１１万３,０００円と、各旧町ごとに、合わせて３町、合わせて６００万円

ということで１,２１１万３,０００円ということであります。 

 続きまして、体育施設費、賃金につきましては、作業員、これは草刈り作業等の賃金でありま

す。嘱託職員につきましては、２名分であります。 

 続きまして、１０２ページ、これの修繕費、上から５つ目の修繕費、これはスポーツセンター

の畳がえが主なものであります。 

 １３の委託料、測量設計、これにつきましては、スポーツセンターにあります人工芝の周辺整

備ということで設計を上げさせていただきました。 

 次に、１５の工事請負費でありますが、６,７７９万円。これは人工芝の周辺の整備というこ

とで、トイレはありませんので循環式の水洗トイレと。これは放流先がないということで、循環

式をするということで３,４２７万５,０００円と。 

 それと、器具等の保管倉庫がないということで１,０５７万２,０００円と。擁壁工事というこ

とで、谷側が２カ所崩落しておりまして、台風時にですね。それで２カ所で７００万円と。 

 それと、周辺の簡易舗装で６００万円と。水道施設で２００万円。側溝工事で２５０万円とい

うことで工事請負費に。 

 それと、入り口チェーンの車どめ等で６６万７,０００円ということで、人工芝競技場の周辺

整備であります。 

 それと、挾間体育センターの照明昇降機の修理と、２７６万９,０００円と。谷グランドフェ

ンス修理工事ということで２００万円ということで計上させていただきました。 

 次に、１０３ページの備品購入費でありますが、３１７名、これはトラクターということで、

芝のトラクターということで２６５万６,０００円、本体がですね。それと、除草の備品といい

ますか、それが１５１万４,０００円ということになっております。 

 続きまして、Ｂ＆Ｇ海洋センターであります。これ修繕費５００万円ですが、挾間Ｂ＆Ｇの

プール、赤外線暖房機修理とか、ろ過機等循環ポンプ修理が１３１万７,０００円、遠赤外線の

暖房機が１４７万円。それと、外気調整機等が１２５万９,０００円ということでなっておりま

す。 

 以上が、教育費の予算であります。 

○総務部長（小野 明生君）  １０３ページの４目国民大会費でございます。２節の給料は、一般

職８名分でございます。 

 次の１０４ページをお願いします。７の賃金につきましては、１年分の臨時職員の分でござい

ます。 

 工事請負費につきましては、これ全額、県の方から予算が参ります。で、市の方が執行すると
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いうことで、アーチェリー競技会場の整備復旧工事、これは１,９０４万６,０００円、仮設防矢

ネット設置工事が４８３万５,０００円となっております。競技会場は、アスファルトはぎ取り、

並びにグリーンダストを敷設するということ。大会終了後、アスファルト復旧並びに既設のネッ

トの復旧とそういう工事をする予定にしております。 

 それから、１９節につきましては、国体実行委員会の運営補助金として、大会事務局、それか

らゴルフ競技、それからアーチェリー競技、柔剣道、ラグビー、ライフル、それぞれの運営補助

でございます。 

 以上でございます。 

○産業建設部長（篠田 安則君）  続きまして、１１款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧

費の１目農業用施設災害復旧費について説明いたします。 

 １３節委託料１００万円、それから１５節工事請負費１００万円、１９節の負補交１００万円

と計上いたしておりますが、これにつきましては、２０年度に入りまして、すぐに梅雨前線豪雨

とか、そうした場合の災害が発生した場合の緊急の応急工事が必要になった場合の経費として計

上いたしております。 

 次に、２項の公共土木施設災害復旧費でございます。１目公共土木施設災害復旧費、委託料

１００万円計上いたしております。これにつきましても、梅雨前線等の災害発生した場合の緊急

対応ということで計上いたしております。 

 以上です。 

○財政課長（米野 啓治君）  続きまして、公債費でございます。１年間の支払いの元利償還、利

子償還の金額を計上いたしております。役務費につきましては、その他手数料で、縁故債の手数

料となっております。 

 以上でございます。 

○総合政策課長（二宮 正男君）  続きまして、１３款諸支出金の土地取得費でございますが、こ

れにつきましては、土地開発公社の借入金に対する利息分の支払いでございます。なお、昨年よ

りも増額している部分につきましては、借り入れ金利の上昇分になっております。 

 以上です。 

○財政課長（米野 啓治君）  続きまして、基金費でございますが、各基金の年間の利息を積立金

として計上いたしております。 

 それから、１４款予備費につきましては、前年どおり２,０００万円の計上で、自治法

２１７条の定めによって計上いたしております。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

- 105 - 



日程第２．議案第２８号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第２、議案第２８号平成２０年度由布市国民健康保険特別会

計予算について、詳細説明を求めます。 

○保険課長（飯倉 敏雄君）  保険課長でございます。議案第２８号平成２０年度由布市国民健康

保険特別会計予算の説明を行いたいと思います。 

 総額は、歳入歳出それぞれ４１億７,０５０万４,０００円と定めるものでございます。 

 歳入から順に説明をしていきたいと思います。 

 国民健康保険法の一部改正等が施行されまして、財政調整制度が創設されました。これにより

まして、退職者医療制度の廃止等の財源を確保いたしましたが、医療報酬体制の改正で０.３８％

値上げをいたし、薬価等では１.２％の減額と。合計では０.８２％の引き下げとなりました。 

 で、医療費の自然増がございまして、毎年５％ちょい程度、増加傾向にございます。今回、予

算編成では３億８,００２万８,０００円の不足が生じております。これにつきましては、基金の

２億６,３００万円と一般会計繰出金を純不足分につきまして、１億１,７０２万８,０００円を

財源を確保いたしまして、どうにか当初の編成を行いました。今後につきましては、保険税の見

直し等を視野に入れまして、検討協議をしていきたいと思っております。 

 第１款の国民健康保険税でございますけれども、退職者医療制度が廃止になります。現行では

７５歳未満が対象になっておりますが、平成２０年度からは、６５歳未満までが対象となります

関係上、保険税が減少しております。 

 主な要因といたしましては──減額の主な要因といたしましては、後期高齢者医療制度が、平

成２０年度から発足をいたします。これによりまして、国保に加入されておりました７５歳以上

の保険者が、後期高齢者医療にすべて流れてしまうと。この見込みでは４,２１３人程度でござ

いますけれども、この後期高齢者医療制度にいく試算を見込みを一応立てまして──積算をいた

しました。課税所得額では１４億９,５００万円程度と。１４億９,５００万円です。約１５億円

ぐらいということでございまして、これに１０％掛けますので１億５,０００万円。それと、均

等割、平等割、この応益割の分をこれに足しこみますと７,０００万円程度になります。１億

５,０００万円と７,０００万円で２億２,０００万円で、マイナス分の２億２,０００万円が大体

同じぐらいの額になろうかなと思っております。 

 次に、１０ページでございますけれども、５款の国庫支出金でございます。３目の特定健康診

査等負担金でございます。これは新規事業でございまして、医療保険者の責任で、検診及び保健

指導の実施を義務づけられたことによりまして、経費の負担分でございます。これは、国の基準

に基づいて積算をいたします。国が３分の１、県が３分の１、市が３分の１の負担というふうに

なっております。 
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 次に、１１ページでございます。６款の療養給付費交付金でございます。これにつきましては、

退職者医療制度が７５歳未満、対象が、平成２０年度からは６５歳未満の変更となるための減少

でございます。 

 ７款につきましては、前期高齢者交付金でございます。これも新規事業でございまして、退職

者制度の廃止による財源調整分でございます。 

 ８款の県支出金につきましては、２目の特定健康診査等負担金につきます。これも先ほど説明

したように、１件につきましては３分の１の負担ということになっております。 

 次に、１２ページでございますけど、１３款の繰入金、１目の一般会計繰入金でございます。

３節の財政安定化支援事業繰入金でございますけれども、これは算定額分を計上いたしておりま

す。 

 ４節のその他一般会計繰入金でございますけれども、法定内経費につきましては２,１１６万

９,０００円と。特定健診経費分につきましては１,５９５万７,０００円。財源的に不足分が今

回生じましたので、一般会計から繰り入れをしてもらっております。この額が１億１,７０２万

８,０００円でございます。 

 次に、１３ページでございます。１３款繰入金、２目の基金繰入金でございます。これにつき

ましては、医療費が不足をいたしましたので、基金を２億６,３００万円取り崩しをいたしまし

た。で、残余額につきましては６４万６,８０２円の残でございます。 

 次に、１５ページ、歳出の説明に入りたいと思います。 

 １款の総務費、１目の一般管理費でございます。１項から３項までにつきましては、国保事業

の運営を行うための法定内経費でございます。この中で、９節の特別旅費がございます。これは

九州国保担当者研修会がございます。これは、沖縄の分を１名分計上いたしております。 

 次に、１６ページでございます。２款の療養給付費でございます。これにつきましては、今ま

で平成１４年１０月に一部改正されまして、７０歳から７５歳に引き上げられたことが主な要因

でございましたけれども、今回につきましては、退職者の廃止によります一般被保険者に、

６５歳から７４歳まで、この対象者が約２,０９２人程度でございますが、この部分が一般国保

に移動したことによります増ということでございます。 

 次に、１９ページでございますけれども、３款の後期高齢者支援金等と、これも新規事業でご

ざいます。この件につきましては、後期高齢者医療制度に対する支援する拠出金でございます。 

 ４款の前期高齢者納付金等でございます。これも新規事業でございます。これはちょっとやや

こしいんですが、平成２０年４月から、前期高齢者（６５歳から７５歳未満）の被保険者が支払

う医療費が高い保険者、病院にかかってお金を払う被保険者という表現なんですけど。について

は、納付金が少なく、また医療費の支払いが少ない保険者については、納付金が発生する制度、
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仕組みとなっております。これは、お互いに助け合う制度であることから、このような仕組みと

なっております。で、由布市につきましては、医療費の支払い、本人の支払い、病院に係る支払

いが多いために納付金が現在発生をしておりません。今後は、どのようになるかわかりませんけ

れども、平成２０年度につきましては一応立てております。 

 ５款につきましては、老人保健拠出金でございます。これは３－２ベースで計算されておりま

すので、１カ月分計上ということの減でございます。 

 ２１ページでございますけど、８款保健事業費の特定健康診査等事業費でございます。これに

つきましても、医療保険者の責任で健診及び保健指導の実施が義務づけられたための必要経費で

ございます。これも先ほど説明したように、国の基準に基づいて、国が３分の１、県が３分の１、

市が３分の１ということになっています。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第２９号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第３、議案第２９号平成２０年度由布市老人保健特別会計予

算について、詳細説明を求めます。 

○保険課長（飯倉 敏雄君）  保険課長でございます。議案第２９号平成２０年度由布市老人保健

特別会計予算の説明をしたいと思います。 

 総額は、歳入歳出それぞれ４億４,５３５万８,０００円と定めるものでございます。 

 歳出の方から説明をしたいと思います。 

 老人保健法の一部改正によりまして、平成２０年４月１日から制度が変わります。経過措置と

いたしましては、３月診療分及び３月以前の高額医療費の支給分が残りますので、これは、従前

どおり行っていくと。今後は、当分の間、老人保健法で処理を行っていくということでございま

す。で、現在は３年ベースでしておりますので、１カ月分の医療費分が今回予算で支払うという

ことで計上いたしております。 

 歳入につきましては、支出と同じく３年ベースで計算をいたしております。全体の負担割合に

基づいて支払い基金、国、県、それと市の負担で計上いたしております。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第３０号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第４、議案第３０号平成２０年度由布市後期高齢者医療特別

会計予算について、詳細説明を求めます。 

○保険課長（飯倉 敏雄君）  保険課長です。議案第３０号平成２０年度由布市後期高齢者医療特
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別会計予算の説明をいたしたいと思います。 

 総額は、歳入歳出それぞれ３億９,９２１万７,０００円と定めるものでございます。 

 これにつきましても、歳出の方から説明に入っていきたいと思います。 

 老人保健医療制度の取り扱いとほとんど同様の扱いでございます。異なる部分といたしまして

は、保険料賦課徴収事務であります。後期高齢者支援金につきましては、拠出することは、同じ

取り扱いと思っております。 

 ２款の後期高齢者医療広域連合納付金でございますけれども、これにつきましては、連合会に

納付するものでございまして、財源内訳といたしましては、基盤安定と保険料を財源にして支払

いをするということになっております。 

 次に、歳入につきましては、１款の後期高齢者医療保険料ということでございます。賦課期日

は４月１日ということになっております。 

 この保険料につきましては、保険料率の見直しは２年単位ごとで行っていくということになっ

ています。県広域連合ですべて賦課決定をされまして、納期は７月から来年の２月と８回に分か

れて納付をするということになっています。今回は初年度でございます。激変緩和措置が今回と

られまして、前期分につきましては、当月、これは条例の中でも説明をしたと思うんですが、後

期分については９割軽減ということになります。で、この対象者については、被用者保険の被扶

養者に対する軽減という制度になっております。 

 現在は、この保険料の中には、緩和措置は現在されておりません。本算定が７月に行いますの

で、この段階ですべてを調整を行うと。賦課課税が開始されるのが１０月納期分から、来年の

２月、５回に分けて納付という形になります。で、現在ここで保険料調定額が２億８,２２９万

円と、これの不足率が９８％、これに対して特別徴収保険料につきましては８０％、普通徴収保

険料については２１％という振り分けをしております。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第３１号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第５、議案第３１号平成２０年度由布市介護保険特別会計予

算について、詳細説明を求めます。 

○保険課長（飯倉 敏雄君）  保険課長です。議案第３１号平成２０年度由布市介護保険特別会計

予算の説明を行いたいと思います。 

 総額は、歳入歳出それぞれ２９億６,３５０万９,０００円と定めるものでございます。 

 歳入から順に説明をしていきたいと思います。 

 介護保険というのは、今回、第３期介護保険事業計画に基づきまして、さまざまな介護保険
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サービスの運営を図るために、介護給付及び地域支援事業等の経費を計上いたしております。前

年度との対比につきましては、２.４１％の増額編成といたしております。 

 条例の中で一部改正をした部分がございまして、激変緩和措置の取り扱いについて、今回も一

部改正の提案をいたしました。で、この一部改正につきましては、１８年も行いました。もうそ

の際も一部改正の説明を行っております。１９年度も一部改正がございまして、その際にも詳細

に説明を行っております。今回、２０年度につきまして、引き続き激変緩和措置を行うというこ

とでございます。 

 一応、この試算を行いまして、対象者は約９９６人程度で、減額する額といたしましては

７４１万５,０００円程度ということで、第３期の介護保険事業計画の中で、必要保険料を満た

しているかどうかという判断をしないといけないということで、必要な保険料というのが１３億

１,２７７万３,０００円ということになっています。 

 今回、緩和措置後の額といたしましては、１３億８,４８１万６,０００円ということで、

７,０００万円近いぐらい増になっておりますので、今回平成２０年度につきましても、最終年

度の緩和措置を行っていきたいというふうに考えております。そこで、今回の保険料の予算をこ

こに計上しております。で、この保険料につきましても、先ほど後期高齢者と同じ取り扱いでご

ざいまして、７月が本算定でございます。その段階で全体の調整のバランスをとっていくという

ことになっております。 

 ３款の国庫支出金でございますけれども、これにつきましても、第３期介護保険事業計画に基

づきまして積算をしております。介護給付費２８億３,９８８万６,０００円に対しまして負担割

合をかけまして、今回の予算に計上させてもらっております。以下につきましては、負担割合を

乗じまして積算をしております。 

 次に、９ページの７款繰入金、３目のその他一般会計繰入金でございます。これにつきまして

は、介護保険料の財源から負担できない事務費等につきまして、一般会計からいただいておりま

す。少し今回は増額という形でいただいております。 

 次に、歳出の１１ページから説明をしたいと思います。 

 １款の総務費の１目の一般管理費でございますけれども、１項から６項までの介護保険事業に

係る法定内経費でございます。７節の賃金でございますけれども、これにつきましては、認定調

査員５名の臨時賃金ということでございます。 

 １３ページでございますけれども、１款の総務費、６項１目計画策定委員会費ということでご

ざいますけれども、この第３期介護保険事業計画は、平成２０年度で終わりでございます。平成

２１年から２３年度にかけまして、第４期事業計画を策定していくための経費をここに計上いた

しております。で、１節の報酬につきましては、２６名、６回分でございます。 
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 ２款の保険給付費でございますけれども、これにつきましては、１項から５項までは、介護保

険事業の主な経費でございまして、第３期介護保険事業計画に基づく要介護等認定者が、介護

サービス等を利用するための経費でございます。 

 １６ページでございます。５款の地域支援事業費につきましては、要支援・要介護状態にある

ことを予防する目的で、実施する事業に対する経費ということでございます。 

 次に、５款２項でございますけれども、これにつきましては、地域包括支援センターによって

実施する総合相談支援等に係る経費でございます。 

 次のページ１７ページでございますけれども、ここに廃目が３・４・５・６目ございます。こ

の廃目につきましては、今５款２項１項１目の中にすべて入れてしまうと。これは今まで他の市

につきまして話を聞いてみましたら、すべて包括的支援事業費の中にすべて入れておるというこ

とでございますので、今回見直しを行いました。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  ここで休憩をいたします。再開は３時４０分に行います。 

午後３時30分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時42分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３２号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第６、議案第３２号平成２０年度由布市簡易水道事業特別会

計予算について、詳細説明を求めます。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。議案第３２号由布市簡易水道事業特別会計予算につ

きまして、説明をいたします。 

 歳出からまいります。 

 ７ページをお願いいたします。歳出でありますが、１項の簡易水道費で１目の総務管理費でご

ざいますが、この報酬につきましては、簡易水道の運営委員さん６名分でございます。で、給料

でございますが、４名分となっております。 

 以下、人件費でございますが、委託料でございますが、１３節の委託料の３,１７７万

９,０００円の内訳でございますが、財務諸表作成支援業務及び資産評価支援事業につきまして

は、平成２３年度公表に向かってのバランスシート等の作成業務ということになります。で、新

規には、事業計画策定業務でございます。 

 この策定業務につきましては、平成１９年度の簡易水道の国庫補助要綱の改正によりまして、
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事業経営者が同一であって、会計が同一、または一体的な管理が可能であるところにつきまして

は、１０キロメートル未満に存在する簡易水道施設、または飲料水供給施設、まあ上水道からで

ございますが、２１年度までに簡易水道統合整備計画を策定し、厚生労働省の承認を得なければ

ならないということでございまして、承認を得なければ、平成２８年度までは国庫補助の対象に

なりますが、２９年度以降につきましては、対象になりませんよということでございまして、平

成２０年・２１年の２カ年をかけまして、その策定業務に係るということでございます。 

 １５節の工事請負費でございますが、昨日、簡易水道事業の工事費明細説明を渡したとおりで

ございます。その表を参照してください。 

 以下につきましては、公債費でございますが、元金は、庄内１６件、湯布院１３件でございま

す。利子につきましては、庄内１８件の湯布院１４件になっているところでございます。 

 収入の方でございますが、５ページをお願いいたします。 

 負担金につきましては、昨年同様の４２０万円ということでございます。水道使用料につきま

しては、１,０２７万２,０００円を月とみまして、１億２,３２６万４,０００円といたしており

ます。 

 以下、手数料で繰入金の１項の一般会計繰入金でございますが、繰り入れ基準にのっとりまし

て、起債償還分の２分の１と、建設改良費の１０分の１と事務費分で８,４２１万３,０００円で

ございます。 

 ６ページをお願いいたします。５款の繰入金でございますが、２,７６１万５,０００円を基金

から繰り入れるということでございます。 

 ６款の繰越金でございますが、３００万円予定でございます。 

 最初に戻りまして、歳入歳出予算の総額は、それぞれに２億４,４０１万８,０００円と定める

ということでございます。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３３号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第７、議案第３３号平成２０年度由布市農業集落排水事業特

別会計予算について、詳細説明を求めます。 

○環境課長（平野 直人君）  環境課長です。議案第３３号平成２０年度由布市農業集落排水特別

会計予算の説明をいたします。 

 まず、歳出から入りたいと思います。 

 ９ページをお開きください。２目の一般管理費でございますが、給料、職員手当等は、職員

１名分を上げております。 

- 112 - 



 それから、委託料でございます。今年度から、新しく財務諸表の支援業務と資産評価支援業務

が始まりまして、ソフト事業でございまして、合計１４７万５,０００円を計上させていただい

ております。 

 それから、公課費でございますが、消費税１００万円を上げさせていただいております。 

 次に、３目の維持管理事業費でございます。委託料でございますが、ここに「漏水調査」とあ

りますが、これを「不明水調査」ということに書きかえていただきたいと思います。（発言する

者あり）漏水調査と明記してありますが、不明水調査の方が適切かと思いますので、書きかえて

いただきたいと思います。（「不明、ようわからん」「ゆっくり。何」と呼ぶ者あり）はい。

（発言する者あり） 

 それで、この調査費に６１４万円ございますが、長宝地区の農業集落排水に不明水がたくさん

入っております。最大能力２６８立米に対しまして、３００以上の水が汚水が入ってきておりま

して、どこかの管の中から不明水が入っているということでございまして、昨年の７月、８月、

９月、３カ月にかけまして、各家庭の宅内の汚水管を職員で調査をしたわけなんですけれども、

部分的には、屋根のといの水を汚水管の中に入れた家庭もありましたんですけれども、数カ所で

ありましたんですが、それだけではその不明水の絶対量に足らないということでございまして、

今年度カメラを入れまして調査をしたいということでございます。全延長約９,５００メーター

あるうちの２,５００メーターにつきまして調査をしたいと。で、２,５００メーターを決定した

のは、長宝地区を管理委託に出している庄内衛生社と、雨降りの日に汚水升のポイントの汚水升

を調査をしてまいりまして、日ごろよりも大きく水の入る汚水升から上の部分を調査をするとい

うことで、とりあえず２,５００メーターを調査したいというふうに考えております。 

 それに基づきまして、どういう結果が出るかわかりませんけれども、２１年度にその改修工事

をやりたいということでございまして、事業計画策定業務と３８１万２,０００円上げておりま

すが、これが設計料でございます。この部分が、昨年よりか大きくふえております。 

 次に、排水施設の管理ですけれども、三船地域が１６３万８,０００円、来鉢地域が２２６万

８,０００円、長宝地域が５２９万８,０００円の管理委託料でございます。 

 次に、１０ページの公債費でありますが、三船、来鉢、長宝、３地区の公債費でございます。

元金と利子でございます。 

 次に、歳入の方に入りたいと思います。 

 ６ページをお開きください。昨年と変わっている部分だけ申し上げたいと思いますが、３款の

国庫支出金、１目の農村整備事業補助金とありますが、３００万円に対して、２分の１の国の補

助金がございます。１５０万円計上させていただいております。 

 それから、４款の県支出金でございますが、これは、３００万円に対して４割の補助があるわ
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けでございまして、１２０万円でございます。 

 次に、７ページですが、繰入金でございます。これは、公債費の元金等利子、それから職員

１名分の給与、共済等の部分を一般会計から繰り入れをさせていただくということになります。 

 あと、昨年に比べまして６３１万５,０００円増加をしておりますが、これはそれそれ先ほど

歳出で申し上げましたように、調査をするためのオーバーをした分野でございます。以上でござ

います。 

 では、１ページ、表題分をあけていただきたいと思います。歳入歳出の予算の総額を、歳入歳

出それぞれ１億１,９４３万９,０００円と定めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３４号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第８、議案第３４号平成２０年度由布市健康温泉館事業特別

会計予算について、詳細説明を求めます。 

○健康温泉館長（佐藤 和利君）  健康温泉館長です。議案第３４号平成２０年度由布市健康温泉

館事業特別会計予算を説明いたします。 

 それでは、歳出の６ページをお願いしたいと思います。１目の一般管理費、報酬は健康温泉館

運営委員さん８名分でございます。 

 それから、７の賃金は、ボイラー技師、保健師等を含めまして１１名分でございます。特に、

今年度、新公会計制度に伴います１３の委託料で、財務諸表作成支援業務、それから資産評価支

援業務が入っております。 

 それから、１８の備品購入費でございますが、自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの購入を

１台購入をしたいと思っております。 

 それから、２目の施設管理費でございますが、ここは、例年どおりの予算計上になっておりま

すが、そのうちの１５節工事請負費でございますが、現在、敷地内にあります「おかあさん食

堂」の隣接地、池の埋め戻し工事を９０万５,０００円でしたいと思っております。 

 それから、２款の１項公債費、１目の元金と利子は、償還金で昨年と利子については若干下が

っております。 

 それから、８ページは予備費で、昨年と同額の予備費を計上いたしております。 

 それから、戻っていただきまして５ページになります。１款１項１目の売り上げ収入、使用料、

諸収入ということで、今年度、──１９年度と過去３カ年の実績によりまして、決算見込みを踏

まえての収入を計上いたしております。 

 それから、２款の１目の繰入金は、一般会計より１億１,０１８万９,０００円、繰越金につき

ましては、昨年どおり５０万円と。 
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 表題に戻っていただきまして、本年度、歳入歳出それぞれ１億３,６２４万９,０００円といた

しております。 

 以上でございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第３５号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第９、議案第３５号平成２０年度由布市公共下水道事業特別

会計予算について、詳細説明を求めます。 

○建設課長（荻  孝良君）  建設課長でございます。平成２０年度由布市公共下水道事業特別会

計予算について、御説明申し上げます。 

 歳入歳出それぞれ１,４２５万３,０００円と定めるものでございます。 

 ５ページをお開きお願いいたします。歳入といたしまして、一般会計よりの繰入金１,３５７万

３,０００円、それから、５款の繰越金といたしまして６７万８,０００円、これが歳入でござい

ます。 

 ６ページをお開き願います。歳出の中で、総務管理費、委託料として２６万４,０００円、こ

の分については、現在、終末処理場の用地を取得してございます。それに伴います草刈り業務等

の委託２６万４,０００円でございます。 

 ３款の公債費については、元利合わせて、償還金１,３５７万４,０００円となっております。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第３６号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第１０、議案第３６号平成２０年度由布市水道事業会計予算

について、詳細説明を求めます。 

○水道課長（目野 直文君）  水道課長です。議案第３６号由布市水道事業会計予算につきまして、

説明をいたします。 

 １ページでございますが、今年度の水道事業の業務予定量でございますが、給水戸数といたし

まして８,５００戸、挾間が５,２００の湯布院が３,３００と見ております。年間総給水量

３５４万立米／年です。１日平均給水量が９,６９９ということでございます。主な建設改良事

業といたしましては、２１ページから２２ページに掲載をしておりますので、よろしくあとでお

願いいたします。 

 収入の方からいきます。 

 ７ページをお願いいたします。水道事業には、収益収支と資本的収支がございますが、そのう

ちの収益的収支の収入でございますが、営業収益といたしまして、給水収益、これは昨年同様の
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４億９,８００万円ということで、ほとんどの伸びがなかろうということで見ております。その

他営業収益でございますが、これは、一般加入負担金でございます。 

 次ページ８ページをお願いいたします。他会計補助金でございますが、一般会計補助金から消

防学校の元利金と活性炭処理施設の利息及び南部谷地区の簡易水道の施設建設に伴う補助金でご

ざいますが、それと、消火栓の修理分といたしまして、全体で２,７７４万８,０００円というこ

とでございます。 

 収益的支出でございますが、１０ページをお願いいたします。うちの営業費用でございますが、

原水及び浄水費、これは、水源地から浄水場までに係る費用でございますが、賃金は、挾間浄水

場の３名分ということでございます。 

 １４節の委託料でございますが、汚泥処理及び沈砂地清掃委託料の２,９０４万７,０００円で

ございますが、汚泥処理分が、そのうちの２,７５４万７,０００円ということでございます。残

りの１５０万円が、清掃委託料ということでございます。で、活性炭入れかえの委託料が

１,３００万円ということでございます。 

 一番下のクリプトスポリジウム対策変更認可委託料でございますが、これにつきましては、ク

リプトスポリジウムは、人間や哺乳類動物より、食べ物や水より口から胃や腸に寄生する原虫で

ありまして、感染すれば２日ないし５日後に、下痢、腹痛、吐き気や嘔吐などを症状が出るとい

うことでございますが、これにつきましては、塩素消毒では死滅をしないということでございま

す。で、これを消滅までいきませんが、不活性化するには、ろ過池及び紫外線処理での対応とい

うことになります。 

 この対策指針が１９年の４月に厚生労働省より出まして、その策定に今取りかかる次第でござ

いますが、濁土は、湯布院地域の上水道で川北、乙丸、高徳水源が、いつもではございませんが

大腸菌が検出されます。で、クリプトスポリジウムが検出されれば、すぐに断水ということにも

なかなかなりませんので、その前にその施設をつくりたいということでございまして、その施設

をつくるのには、浄水処理方法が変わりますので、認可の変更ということになります。その認可

の変更の申請業務ということでございます。 

 以下、配水及び給水費につきましては、これは浄水場から配水池及び各家につくまでの給水管

までのことであります。で、その費用が全体といたしまして５,３３９万４,０００円ということ

でございます。 

 総係費でございますが、これは、全体の事務的経費になりますが、報酬の１８万３,０００円

につきましては、水道運営協議会の上水道分といたしまして、１２名分でございます。で、給料

でございますが、職員１０名分ということでございます。 

 １５ページの減価償却費でございますが、有形固定資産が１億４,０８５万１,０００円という
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ことでございまして、無形固定資産が５６万５,０００円ということでございます。 

 １６ページでございますが、営業外費用で、企業債利息といたしまして９,７０６万９,０００円

ということでございます。 

 １９ページから、資本的収入になります。資本的収入の消火栓建設の受託金、これは新設に消

火栓をつけた場合の、今一般会計からの補助でございますが、５０万円、１基分ということでご

ざいます。 

 ２０ページでございますが、他会計補助金で、一般会計からの補助金でございますが、

１,７９３万７,０００円ということでございます。支出といたしまして、この給料、これは職員

１名分でございます。 

 ２８節の請負工事費でございますが、配水管に伴うもの４件で、２２ページでございますが、

これも挾間地域になりますが、施設的に更新工事等に伴うもの４件ということでございます。 

 浄水場の１系ろ過池トラフ更新工事、これは１９年度でできませんかったので、２０年度にお

きましてやりたいと思っております。 

 企業債償還金が１億４,３０９万９,０００円ということでございます。 

 ２３ページでございますが、地方債の現在高の見込みに関する調書でございますが、最後に当

年度末の現在見込み高の見込み額が２６億１,８４５万円ということでございます。 

 １ページをお願いいたします。第３条でございますが、収益的収入及び支出ということで、今

５億４,８６１万５,０００円ということでございます。 

 ２ページでございますが、資本的収入及び支出でございますが、資本的収入及び支出の予定額

は、次のとおり定めるということでございまして、資本的収入額が、資本的支出額に対し、不足

する額１億８,０８０万８,０００円は、減債積立金２,０００万円、過年度分損益勘定留保資金

１億６,０８０万８,０００円で補てんするものとするということでございます。 

 第８条でございますが、他会計からの補助金といたしまして、上水道事業のための一般会計か

らの補助を受ける金額といたしまして、４,６１８万５,０００円ということでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第３７号

○議長（三重野精二君）  次に、日程第１１、議案第３７号平成２０年度由布市乳幼児医療費助成

に関する条例の一部改正について、詳細説明を求めます。 

○健康福祉事務所長（今井 干城君）  議案第３７号由布市乳幼児医療費助成に関する条例の一部

改正について、由布市乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２０年２月２６日提出、由布市長。 
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 提案理由、健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い条例の整備を行う。 

 次の新旧対照表をお願いしたいと思いますけれども、現行の下線部分を右の改正案にあります

ように、改正するものでございます。 

 読み上げますと、移送費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費高額療養費及び高額

介護合算療養費を言う。ということで、この部分の改正でございます。 

 改正の理由につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、医療保

険確保に高額介護合算制度が導入されたことにより、所要の整備を行うものでございますが、こ

れまでもたびたび私の方が一部改正につきまして、説明を申し上げてきた中に、高額介護合算制

度いうことがありましたので、この制度につきまして、少しだけ説明を申し上げさせていただき

ます。 

 この制度につきましては、医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合

に、負担を軽減する仕組みとして２０年の４月から施行されることになっております。対象世帯

につきましては、医療保険各制度の世帯に、介護保険受給者が存在する場合に、被保険者からの

申請に基づきまして、高額療養費の算定世帯単位で、医療と介護の自己負担額を合算し、新たに

設定します自己負担額を超える額を支給するということでございます。 

 限度額につきましては、５６万円を基本としておりますけれども、後期高齢者につきましては

５６万円、それから被用者保険、あるいは国民健康保険につきましては、７０から７４歳までは

６２万円、７０歳未満につきましては６７万円ということになっております。もう少し細かい規

定がありますけれども、おおよその目安でございます。費用の負担につきましては、医療保険、

介護保険の両方で、自己負担の比率に応じて負担し合うということで定められた制度でございま

す。 

 附則、この条例は、平成２０年４月１日から適用する。 

 経過措置につきましては、改正後の由布市乳幼児医療助成に関する条例の規定は、平成２０年

４月１日以降に受けた保険給付費に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付費に係る

助成は、なお従前の例による。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩します。再開は４時１５分とします。 

午後４時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後４時15分再開 

○議長（三重野精二君）  再開します。 
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────────────・────・──────────── 

追加日程第１．請願について

○議長（三重野精二君）  お諮りします。昨日２６日の本会議において、請願１件及び陳情１件を

それぞれ所管の常任委員会に付託いたしましたが、その後、新たに請願２件を受理しております。

ついては、この１件を日程に追加し、追加日程第１として議題にいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（三重野精二君）  異議なしと認めます。よって、請願２件については、追加日程第１とし、

議題することに決定いたしました。 

 それでは、追加日程第１、請願についてを議題とします。 

 議会事務局長にその請願の朗読を求めます。議会事務局長。 

○監査委員事務局長（議会事務局長兼務）（二ノ宮健治君）  お手元に請願文書表として追加分を

差し上げております。これに基づいて説明をいたします。 

 受理番号２、件名は、自衛隊官舎跡地、これは湯布院町大字川上字鳥越１２１２の１番地です。

についての請願でございます。請願者は、岳本自治区自治委員野上英男氏ほか１名でございます。 

 次に、受理番号３、件名、湯布院厚生年金病院と、同保養ホームの公的施設としての存続充実

に関する請願。請願者は、湯布院町厚生年金病院と同保養ホームの存続樹立を願う会、代表世話

人、麻生洋一氏ほか２名でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  ただいま議会事務局長が朗読いたしました。受理番号２及び受理番号

３の請願については、会議規則第１３４条の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、

所管の常任委員会に付託をいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  これで、本日の日程はすべて終了いたしました。次回の本会議は、２月

２９日、午前１０時から一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。御苦労でありました。 

午後４時17分散会 

────────────────────────────── 
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